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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。これによって，JIS X 0836:2005 は廃止され，その一部を分割して

制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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情報及びドキュメンテーション－ダブリンコアメタ

データ基本記述要素集合－第 1 部：基本記述要素 
Information and documentation－The Dublin Core metadata element set－Part 1: 

Core elements 
 

序文 

この規格は，2017 年に第 1 版として発行された ISO 15836-1 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

ダブリンコアメタデータ基本記述要素集合には，情報資源の記述に使用する 15 の基本記述要素が含ま

れている。ダブリンという名称は，1995 年にオハイオ州ダブリンで開催された招待ワークショップに由来

する。“コア”は，これらの要素が広範かつ一般的であり，幅広い情報資源の記述に使用できることを示す。 

この規格で規定する 15 の基本記述要素は，ダブリンコアメタデータイニシアチブ（DCMI）によって維

持されている，より大規模なメタデータ語彙及び技術仕様のセットの一部である。DCMI メタデータ語彙

（DCMI-TERMS）という語彙の完全なセットは，ISO 15836-2 において規定される。 

基本記述要素は，DCMI 抽象モデル（DCAM）で規定されるアプリケーションプロファイルの文脈にお

いて，他の互換性のあるメタデータ語彙と組み合わせて使用することが可能である。 

要素の定義では，次の規則を適用し，注釈で説明している。 

－ 各要素は，人間が認識するための説明的な表示名（“label”）をもつ。 

－ 各要素は，機械処理のための一意の名称（“name”）ももつ。 

ANSI/NISO Z39.85:2012 で規定されている DCMI 名前空間ポリシー（DCMI-NAMESPACE）に従い，要素

の“name”は，DCMI 名前空間 URI（RFC 3986）に付加され，その要素のグローバルに一意な識別子とし

て統一資源識別子（Uniform Resource Identifier）を構成する。異なる実装技術における要素名及び URI の
使用については，DCMI エンコーディングガイドライン（DCMI-ENCODINGS）で説明されている。 

1 適用範囲 

この規格は，領域横断的情報資源記述のための 15 のメタデータ基本記述要素を規定する。これらの語彙

は，ダブリンコアメタデータイニシアチブによって維持される，より大規模な一連のメタデータ語彙の一

部である。/terms/名前空間のプロパティは，JIS X 15836-2 に含まれる。 

この規格は，情報資源となりうるものを制限しない。 
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この規格は，実装ガイドラインを規定しない。しかしながら，一般に，これらの要素はローカル又はコ

ミュニティベースの要求及び方針に従って，これらの要素の使用を制約又は指定するアプリケーションプ

ロファイルの文脈の中で使用される。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 15836-1:2017，Information and documentation－The Dublin Core metadata element set－Part 1: Core 

elements（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

DCAM，DCMI Abstract Model1) 

注 1) 入手先：http://dublincore.org/documents/abstract-model/ 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，DCAM による。 

ISO 及び IEC は，次に示すアドレスの Web サイトで標準化に使用する用語のデータベースを維持して

いる。 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp/ui 

－ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org 

注記 要素の定義では，3.2 の規定を使用しており，注釈で説明している。 

3.1 一般の用語及び定義 

3.1.1 
情報資源（resource） 

識別可能なあらゆるもの 
（出典：RFC 3986，DCMI Abstract Model） 

3.1.2 
情報資源のライフサイクル（lifecycle of a resource） 

情報資源の開発及び利用に関わる一連の出来事 

例 着想，草稿の作成，記事の改訂，図書の出版，図書館による収集，磁気ディスクへの書換え，光記

録媒体への変換，英語への翻訳，及び新しい作品（映画など）の派生。 

3.2 要素定義の記法 

3.2.1 
名称（name） 

語句の URI を作成するために DCMI 名前空間の URI に付加する要素 

例 “title”又は“creater” 
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3.2.2 
表示名（label） 

人間が認識するために要素に与える説明的な名称 

例 “Title”又は“Creater” 

3.2.3 
統一資源識別子，URI（Uniform Resource Identifier，URI） 

抽象的な，又は物理的な情報資源を識別するための簡潔な文字列 

注釈 1 URI は，語句を識別するために使用する。 
（出典：ISO/IEC 12785-1:2009，3.23） 

例 http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor 

3.2.4 
値域（range） 

語句によって記述される値がインスタンスとなるクラス 

3.3 基本記述要素 

3.3.1 
title 

情報資源に与えられた名称 

表示名 タイトル 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/title  

3.3.2 
creator 

情報資源の作成に主たる責任をもつエンティティ 
注釈 1 この要素の例として，個人，組織又はサービスがある。 

表示名 作成者 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/creator 

3.3.3 
subject 

情報資源のトピック 

注釈 1 通常，主題はキーワード，キーフレーズ又は分類記号によって表現する。ベストプラクティス

は，統制語彙を使用することである。 

表示名 主題 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/subject  

3.3.4 
description 

情報資源の説明 



4 
X 15836-1：0000 (ISO 15836-1：2017) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

注釈 1 内容記述は，抄録，目次，図的表現又は自由テキストによる説明を含む場合があるが，必ずし

もこれらに限定されない。 

表示名 内容記述 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/description  

3.3.5 
publisher 

情報資源を利用可能とすることに責任を負うエンティティ 

注釈 1 公開者の例として，個人，組織又はサービスがある。 

表示名 公開者 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher  

3.3.6 
contributor 

情報資源に何らかの寄与，貢献をしたエンティティ 

注釈 1 寄与者の例として，個人，組織又はサービスがある。 

表示名 寄与者 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor 

3.3.7 
date 

情報資源のライフサイクルにおける何らかの出来事に関連する時点又は期間 

注釈 1 日付は，任意の粒度で時間情報を表現するために使用することがある。ベストプラクティスは，

日付，時刻又は期間を JIS X 0301 で定義された日付及び時刻の表記に従って表現することであ

る。 

表示名 日付 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/date  

例 2016-03-04 

 1968/2015 

 2006-04/2008-08 

3.3.8 
type 

情報資源の性質又はジャンル 

注釈 1 ベストプラクティスは，DCMI タイプ語彙（DCMI-TYPE）などの統制語彙を使用することであ

る。情報資源のファイル形式，物理媒体又は寸法を記述するには，フォーマットの要素を用い

ることが可能である。 

表示名 資源タイプ 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/type  
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3.3.9 
format 

情報資源のファイル形式，物理媒体又は寸法 

注釈 1 寸法には，大きさ，時間などがある。ベストプラクティスは，インターネットメディアタイプ

（MIME）などの統制語彙を使用することである。 

表示名 フォーマット 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/format 

3.3.10 
identifier 

単独又は他の要素と組み合わせて，情報資源，機関又は個人の識別子を同定する簡潔な文字列 
（出典：ISO 8459:2009 の 2.27） 

注釈 1 ベストプラクティスは，公的な識別子体系に基づいた文字列によって情報資源を識別すること

である。 

表示名 識別子 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier  

3.3.11 
source 

記述対象の情報資源の派生元となった関連情報資源 

注釈 1 記述対象の情報資源は，関連する情報資源の全部又は一部から派生することがある。ベストプ

ラクティスは，公的な識別子体系に基づいた文字列によって関連する情報資源を識別すること

である。 

表示名 出処 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/source  

3.3.12 
language 

情報資源の言語 

注釈 1 ベストプラクティスは，ISO 規格（ISO 639-2 又は ISO 639-3）に規定されている統制語彙を使

用することである。 

表示名 言語 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/language 

例 eng 

3.3.13 
relation 

関係する情報資源 

注釈 1 ベストプラクティスは，公的な体系に基づいた URI 又は他の文字列によって関係する情報資源

を識別することである。 
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表示名 関係 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/relation  

3.3.14 
coverage 

情報資源の空間的又は時間的なトピック，情報資源の空間的位置又は情報資源の管轄 

注釈 1 空間的トピック及び空間的位置には，場所の名称又は地理的座標の指定が可能である。時間的

トピックには，期間の名称，日付又は日付の範囲の指定が可能である。管轄範囲には，情報資

源に適用される，名称つきの管理エンティティ又は地理的な場所の指定が可能である。ベスト

プラクティスは，ゲティ地名シソーラス（TGN：Thesaurus of Geographic Names）のような統制

語彙を使用することである。場所の名称又は期間の名称を用いるのが適切な場合には，座標，

日付の範囲など数値の組から成る識別子よりも，それらを用いることが可能である。 

表示名 時空間範囲 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1s/coverage  

3.3.15 
rights 

情報資源が保持する又は情報資源に対する権利に関する情報 

注釈 1 一般に，権利表示には，知的財産権を含む，情報資源に関連する様々な所有権に関する記述が

含まれる。 

表示名 権利表示 

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/rights 

4 略語 

DCMI  ダブリンコアメタデータイニシアチブ（Dublin Core Metadata Initiative） 

DCAM  DCMI 抽象モデル（DCMI Abstract Model） 

URI  統一資源識別子（Uniform Resource Identifier） 

5 要素集合 

箇条 3 の要素記述において，各々の要素は，人間の認識のための説明的な表示名（“label”）及び機械処

理のための URI をそれぞれ一つずつもっている。 
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附属書 A 
（参考） 
詳細情報 

ダブリンコアメタデータ基本記述要素集合の詳細については，ダブリンコアメタデータイニシアチブ

（DCMI）を参照。 

ダブリンコアメタデータイニシアチブ（DCMI）に関するワークショップ，報告書，作業グループによる

文書，プロジェクト，最新情報などについては，DCMI のウェブサイト（参考文献[8]参照）に掲載されて

いる。 
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